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甲州市ごみ袋の指定に関する実施要綱 

平成１９年１月１０日 

告示第２号 

改正 平成２８年７月１３日 告示第１０２号 

令和４年１２月２８日 告示第２００号 

令和５年１０月３０日 告示第１６１号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、甲州市で収集し、処理するごみ（不燃ごみ及び粗大ごみを除く。

以下同じ。）を排出者が搬出する際に使用する甲州市指定ごみ袋（以下「指定袋」と

いう。）の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（指定袋の仕様） 

第２条 指定袋の仕様は、別表及び別図に定めるとおりとする。 

（外装袋の仕様等） 

第３条 指定袋は、種類ごとに１０枚を一の単位とし、外装袋に収納するものとする。 

２ 前項に規定する外装袋の表面に指定袋の容量及び枚数、製造物責任法（平成６年

法律第８５号）に基づく表示その他市長が定める事項を記載するものとする。 

（指定袋の承認） 

第４条 指定袋を製造しようとする者は、甲州市指定ごみ袋承認申請書（様式第１号）

に別に定める書類を添付し市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認め

たときは、指定袋の製造を承認し、甲州市指定ごみ袋承認書（様式第２号）を交付

するものとする。 

（改善の指示） 

第５条 市長は、前条第２項の規定による承認を受けた者（以下「承認指定袋製造者」

という。）が製造した指定袋及び外装袋が第２条及び第３条に規定する規格に適合

しないと認められるものがあったときは、当該承認指定袋製造者に対し改善の指示

をするものとする。 

（指定袋の承認の取消し） 

第６条 市長は、承認指定袋製造者が法律又は甲州市の条例若しくは規則に違反し、

又は市長の指示に従わない場合は、当該承認を取り消すことができる。 
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（廃止等の届出） 

第７条 承認指定袋製造者は、指定袋の製造を廃止し、又は休止した場合は、その日

から１０日以内に甲州市指定ごみ袋製造廃止（休止）届出書（様式第３号）を市長

に提出しなければならない。 

（承認指定袋製造者の責務） 

第８条 承認指定袋製造者は、指定袋の製造、品質管理及び流通に十分留意し、円滑

な販売が行われるよう販売店を確保し、安定供給することを責務とする。 

（承認内容の変更） 

第９条 承認指定袋製造者は、承認を受けた指定袋の内容に変更が生じるときは、そ

の１月前までに、甲州市指定ごみ袋変更承認申請書（様式第４号）に別に定める書

類を添付し市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認め

たときは、当該変更を承認し、甲州市指定ごみ袋変更承認書（様式第５号）を交付

するものとする。 

（報告） 

第１０条 承認指定袋製造者は、市長に対し、毎月１０日までに前月の卸先ごとの納

入（販売）実績、国内在庫数、海外在庫数等に関する報告を行わなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、市長は、指定袋に関してその円滑な運用を図るため、

承認指定袋製造者に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則（平成１９年甲州市告示第２号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成１９年１月１０日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際、現に甲州市で収集し、処理するごみを排出者が搬出する際

に使用するごみ袋で、市長の承認を受け製造されているものは、この要綱の規定に

より製造された指定袋とみなす。 

附 則（平成２８年甲州市告示第１０２号） 
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 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年１１月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ この要綱による改正後の甲州市ごみ袋の指定に関する実施要綱第３条に規定す

る指定袋の製造の承認その他の準備行為については、この要綱の施行前においても

行うことができる。 

 （経過措置） 

３ この要綱の施行の際、現に甲州市で収集し、処理するごみ袋で、市長の承認を受

け製造されているものは、この要綱の規定により製造された指定袋とみなす。 

附 則（令和４年１２月２８日甲州市告示第２００号） 

 この告示は、令和５年１月１日から施行する。 

   附 則（令和５年１０月３０日甲州市告示第１６１号） 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和５年１１月１日から施行する。 

 （準備行為） 

２ この告示による改正後の甲州市ごみ袋の指定に関する実施要綱第４条の規定す

る指定袋の製造の承認その他の準備行為については、この告示の施行前においても

行うことができる。 

 （経過措置） 

３ この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の甲州市ごみ袋の指定に関す

る実施要綱の規定により承認を受けた指定袋で、現に製造されているものは、改正

後要綱の規定により承認された指定袋とみなす。 
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別表（第２条関係） 

種類 

項目 
(1) 大(45ℓ) (2) 中(30ℓ) (3) 小(15ℓ) 

大きさ 
縦 800ｍｍ 

横 650ｍｍ 

縦 740ｍｍ 

横 540ｍｍ 

縦 600ｍｍ 

横 400ｍｍ 

厚さ 0.027ｍｍ以上 0.023ｍｍ以上 0.023ｍｍ以上 

引張強度（縦・横） 29.4Mpa(30kg f/㎠)以上 

伸び率％（縦・横） 150 以上 

材質 高密度ポリエチレン 

指定袋の色 黄色半透明 

印字色 黒色 
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別図（第２条関係） 

(１) 大（45ℓ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
区名 組名 

 

お願い 

★ もえる物だけを入れて袋の口をしばって出してください。 

★ 生ごみは水をよく切って、出してください。 

★ ガスボンベ、スプレー缶、ガラス、空きビン、空き缶など

は、絶対に入れないでください。 

 

ごみ減量、リサイクルにご協力ください。 

 

甲  州  市 

承認番号第   号 

 

◎ この袋は、燃やしても有害ガスは発生しません。 

80mm 80mm 

450mm 

100mm 100mm 

もえるごみ袋 

大４５ℓ 

70mm 

620mm 

180mm 

口
を
む
す
ん
で
出
し
ま
し
ょ
う 
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口
を
む
す
ん
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し
ま
し
ょ
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(２) 中（30ℓ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
区名 組名 

 

お願い 

★ もえる物だけを入れて袋の口をしばって出してください。 

★ 生ごみは水をよく切って、出してください。 

★ ガスボンベ、スプレー缶、ガラス、空きビン、空き缶など

は、絶対に入れないでください。 

 

ごみ減量、リサイクルにご協力ください。 

 

甲  州  市 

承認番号第    号 

 

◎ この袋は、燃やしても有害ガスは発生しません。 

60mm 

170mm 

570mm 

380mm 

80mm 80mm 

もえるごみ袋 

中３０ℓ 

60mm 60mm 
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(３) 小（15ℓ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

区名 組名 

 

お願い 

★ もえる物だけを入れて袋の口をしばって出してください。 

★ 生ごみは水をよく切って、出してください。 

★ ガスボンベ、スプレー缶、ガラス、空きビン、空き缶など

は、絶対に入れないでください。 

 

ごみ減量、リサイクルにご協力ください。 

 

甲  州  市 

承認番号第   号 

 

◎ この袋は、燃やしても有害ガスは発生しません。 

55mm 50mm 

145mm 

455mm 

250mm 

75mm 75mm 

55mm 

もえるごみ袋 

小１５ℓ 

口
を
む
す
ん
で
出
し
ま
し
ょ
う 
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様式第１号（第４条関係） 

 

甲州市指定ごみ袋承認申請書 

  年  月  日 

（宛先） 甲州市長 

 

１．袋の内容  

２．指定袋卸（販売）先  

３．製造工場  

４．指定袋卸（販売）予定価格  

 上記のとおり指定袋を製造したいので、甲州市ごみ袋の指定に関する実施要綱第４

条の規定により申請します。また、製造に関しては、甲州市ごみ袋の指定に関する実施

要綱第２条を遵守いたします。 

申請者 住 所 

    名 称 

    代表者                

    連絡先 

 添付書類 

 法人の場合は、業務経歴書、定款及び登記簿謄本 

 個人の場合は、履歴書、個人事業主概要書及び住民票の写し 

 注意事項 

１ 申請の記載事項に変更があった場合には、速やかに指定袋変更申請書を提出する

こと。 

２ 申請が承認された場合には、見本（指定袋（外装袋含む））及びその検査結果書（寸

法、厚さ、引張強度、伸び率）を提出すること。 

３ 申請者の記載事項が事実と異なる場合には、承認を取り消します。 

受付 年 月 日 

 

決済 年 月 日 

 

承認 年 月 日 

 

承認番号 

第    号 

注 ※ 太枠内は、記入不要です。 
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様式第２号（第４条関係） 

第     号  

年  月  日  

 

  様 

 

 

甲州市長         印   

 

 

甲州市指定ごみ袋承認書 

 

 

    年  月  日付けで申請のあった指定袋の承認申請について、甲州市ごみ袋の

指定に関する実施要綱第４条の規定により、次のとおり承認します。 

 

 

 

１ 指定袋の内容 

 

２ 承認番号    第    号 

 

３ 承認日   年  月  日 

 

 ４ その他 

(１) この承認に係る申請書の記載事項に変更が生じた場合は、速やかに甲州市指

定ごみ袋等変更申請書を提出すること。 

(２) 指定袋が規格に適合しないときは、甲州市ごみ袋の指定に関する実施要綱第

５条の規定により規格不適合の内容について改善を求めます。
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様式第３号（第７条関係） 

 

甲州市指定ごみ袋廃止（休止）届出書 

  年  月  日 

（宛先）甲州市長 

 

廃止（休止）理由 

 

 

 上記のとおり指定袋の製造を廃止（休止）したので、甲州市ごみ袋の指定に関する実

施要綱第７条の規定により届け出ます。 

 

届出者 住 所 

    名 称 

    代表者                 

    連絡先 

 

 

 

 

 

 

 

 

廃止（休止）届出受理年月日 

 年 月 日 

承認番号 

第  号 

承認年月日 

 年 月 日 

注 ※ 太枠内は、記入不要です。 
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様式第４号（第９条関係） 

 

甲州市指定ごみ袋変更承認申請書 

  年  月  日 

（宛先）甲州市長 

 

承認番号 第   号 

変更事項  

変更内容 

変更前 変更後 

  

 

年 月 日付で承認を受けた内容に変更が生じますので、甲州市ごみ袋の指定に関

する実施要綱第９条の規定により申請します。 

 

申請者 住 所 

    名 称 

    代表者                 

    連絡先 

添付書類 

変更の内容に必要とされる書類 

 

 

受付年月日 

 年 月 日 

承認番号 

第   号 

変更年月日 

 年 月 日 

注 ※ 太枠内は、記入不要です。 
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様式第５号（第９条関係） 

第     号  

年  月  日  

 

  様 

 

 

甲州市長         印   

 

 

甲州市指定ごみ袋変更承認書 

 

 

    年  月  日付けで申請のあった指定袋の変更承認申請について、甲州市ご

み袋の指定に関する実施要綱第９条の規定により次のとおり承認します。 

 

 

 

１ 指定袋の変更内容 

 

２ 承認番号    第    号 

 

３ 変更承認日   年  月  日 

 


